
9 北海道自治研究 ２０１７年10月（Ｎo.585）

　

立
法
活
動
の
現
状
と
政
策
活
動

　

私
は
一
九
八
九
年
か
ら
一
〇
年
間
札
幌
市
議
会
事
務
局

に
在
籍
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
議

会
の
こ
と
を
研
究
す
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
間
一
九
九
三

年
か
ら
一
九
九
五
年
ま
で
、
全
国
市
議
会
議
長
会
に
派
遣

さ
れ
ま
し
た
。
議
長
会
派
遣
中
に
は
、
地
方
分
権
推
進
法

が
国
会
で
成
立
す
る
の
を
目
の
当
た
り
に
し
、
そ
の
後
、

分
権
時
代
に
お
け
る
自
治
体
議
会
の
あ
り
方
を
研
究
し
つ

づ
け
、
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

最
近
の
議
会
の
課
題
と
し
て
考
え
て
い
る
の
は
、
議
会

は
立
法
機
関
で
あ
り
、
条
例
を
提
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
、
マ
ス
コ
ミ
や
改
革
を
進
め
て
い
る
先
進
議
会
か
ら

提
起
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
そ
こ
で
今
日
は
、
立
法
活

動
は
議
会
の
政
策
活
動
の
な
か
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
視

点
で
お
話
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

先
ほ
ど
、
土
山
先
生
の
基
調
講
演
で
、
一
般
質
問
を
効

果
的
に
行
い
、
い
か
に
政
策
議
会
に
つ
な
げ
る
か
と
い
う

お
話
が
あ
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
芽
室
町
議
会
の
よ
う
に

政
策
提
言
を
議
決
し
て
町
長
に
提
言
す
る
こ
と
の
紹
介
も

あ
り
ま
し
た
が
、
私
も
こ
う
し
た
活
動
が
議
会
の
政
策
活

動
の
中
心
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

日
本
国
憲
法
は
、
第
四
一
条
で
国
会
を
国
の
唯
一
の
立

法
機
関
と
規
定
し
、
第
九
三
条
で
地
方
議
会
は
議
事
機
関

と
定
め
て
い
ま
す
。
地
方
自
治
法
で
は
、
議
員
（
一
二
分

の
一
以
上
）
の
議
案
提
出
権
が
あ
り
ま
す
し
、
委
員
会
の

議
案
提
出
権
も
定
め
ら
れ
、
立
法
活
動
が
認
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
議
事
機
関
と
い
う
の
は
日
本
国
憲
法

の
英
文
で
はdeliberative organs

と
記
述
さ
れ
て
お
り
、

日
本
語
で
は
審
議
、
討
議
、
熟
慮
と
訳
さ
れ
る
の
で
、
議

会
は
合
議
制
機
関
と
し
て
討
議
が
期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

町
村
議
会
の
現
状
を
み
る
と
、
全
国
九
二
八
の
町
村
議

会
が
あ
り
、
一
町
村
あ
た
り
の
議
員
定
数
は
一
二
・
一
人
。

こ
の
う
ち
議
会
事
務
局
を
設
置
し
て
い
る
の
は
九
二
二
町

村
議
会
で
、
一
町
村
あ
た
り
の
事
務
局
職
員
は
二
・
五
人
、

今
日
出
席
さ
れ
て
い
る
皆
さ
ん
の
町
村
議
会
も
そ
の
く
ら

い
の
人
数
だ
と
思
い
ま
す
。
ち
な
み
に
札
幌
市
議
会
の
事

務
局
職
員
数
は
約
四
〇
人
と
別
格
で
す
。

　

こ
う
し
た
町
村
議
会
の
現
状
で
、
立
法
活
動
が
で
き
る

の
か
と
い
う
課
題
も
あ
り
ま
す
し
、
全
国
市
議
会
議
長
会

の
調
査
で
は
市
長
提
出
の
条
例
案
が
年
間
三
万
数
千
件
あ

る
の
に
対
し
、
市
議
会
（
議
員
、
委
員
会
）
提
出
の
条
例

案
は
一
六
〇
〇
件
程
度
（
八
一
三
議
会
）、
町
村
議
会
で
も

一
千
件
程
度
（
九
二
八
議
会
）
の
条
例
提
案
で
あ
り
、
い

ず
れ
も
、
長
の
条
例
提
案
件
数
と
比
較
し
て
も
四
～
五
％

に
留
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
全
市
議
会
の
「
政
策
的
条
例
」
提
案
に
至
っ
て

は
一
〇
〇
件
で
、
一
市
あ
た
り
〇
・
一
二
件
に
す
ぎ
ま
せ

ん
。
ど
の
よ
う
な
条
例
が
提
案
さ
れ
て
い
た
の
か
内
容
を

詳
し
く
見
て
い
ま
せ
ん
が
、「
お
も
て
な
し
条
例
」
や
「
乾

杯
条
例
」
な
ど
理
念
的
な
条
例
が
一
〇
〇
件
の
中
に
含
ま

れ
て
い
る
状
況
で
す
。

　

さ
ら
に
、
長
提
出
の
条
例
案
や
予
算
案
に
対
す
る
市
町

村
議
会
の
原
案
可
決
率
は
九
九
・
五
％
で
す
か
ら
、
ほ
ぼ

そ
の
ま
ま
可
決
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
批
判
的
に
見
る
か

は
微
妙
で
す
が
、
充
分
議
論
を
経
た
上
で
納
得
し
て
可
決

し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
一
般
的

に
み
て
九
九
・
五
％
が
原
案
通
り
で
あ
れ
ば
、
立
法
活
動

以
前
に
議
会
活
動
そ
の
も
の
へ
の
疑
問
、
批
判
が
出
て
き

て
も
お
か
し
く
な
い
。

　

こ
う
し
た
な
か
、
議
会
技
術
研
究
会
運
営
委
員
会
で
議

論
に
な
っ
た
の
は
、
立
法
活
動
の
み
が
議
会
の
存
在
価
値

で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

自
治
体
議
会
の
政
策
活
動
は

立
法
活
動
が
必
須
の
条
件
か

議
会
技
術
研
究
サ
マ
ー
セ
ミ
ナ
ー　

報
告
１

　

議
会
技
術
研
究
会
共
同
代
表
・
札
幌
市
職
員

渡　

辺　

三　

省
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議
会
・
議
員
の
五
分
野
二
一
項
目
の
政
策
活
動

　

そ
こ
で
、
議
会
・
議
員
と
し
て
の
政
策
活
動
を
一
覧
に

し
て
ま
と
め
ま
し
た
（
表
１
）。
政
策
活
動
の
分
野
を
、

議
員
個
々
の
活
動
、
合
議
的
活
動
、
住
民
力
と
の
連
携
、

外
部
の
知
見
活
用
、他
議
会
と
の
連
携
の
五
つ
に
区
分
し
、

各
分
野
の
活
動
を
①
か
ら
�
ま
で
項
目
建
て
し
て
い
ま
す
。

現
在
の
議
会
・
議
員
の
政
策
活
動
の
範
囲
は
こ
の
よ
う
に

整
理
さ
れ
る
と
考
え
ま
す
。

　

土
山
先
生
が
お
話
さ
れ
た
一
般
質
問
は
、
分
野
１
の
議

員
個
々
の
活
動
①
、
本
会
議
、
委
員
会
で
の
質
問
が
該
当

し
ま
す
。
ま
た
、
分
野
１

－

③
、
住
民
・
団
体
と
の
交
流

は
、
後
援
者
や
支
持
者
と
の
交
流
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た

だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
議
会
、
議
員
の
活
動
に
お
い
て
、
政
策
活

動
と
し
て
弱
い
分
野
が
あ
れ
ば
、
当
該
分
野
の
政
策
活
動

を
進
め
て
い
く
余
地
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
五
分
野
二
一

項
目
を
整
理
し
た
も
の
で
す
。

　

確
か
に
立
法
活
動
と
い
う
意
味
で
は
、
議
員
定
数
や
議
会

事
務
局
の
職
員
数
な
ど
体
制
と
し
て
厳
し
い
も
の
が
あ
り
ま

す
が
、
そ
う
し
た
現
状
も
踏
ま
え
て
整
理
し
た
も
の
で
す
。

　

五
つ
の
分
野
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
説
明
し
た
い
と

思
い
ま
す
。
一
つ
め
は
「
議
員
個
々
の
活
動
」
と
し
て
の

本
会
議
・
委
員
会
質
問
等
々
で
す
。
二
つ
め
は
「
合
議
的

活
動
」
で
す
。
元
栗
山
町
議
会
事
務
局
長
の
中
尾
修
氏
が

議
会
を
「
塊
」
と
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
、
議
会
の
あ
り

よ
う
を
示
す
い
い
表
現
だ
と
思
い
ま
す
。
議
員
が
集
ま
っ

て
行
う
合
議
的
活
動
で
あ
る
議
員
提
案
条
例
な
ど
の
政
策

立
法
活
動
の
ほ
か
に
、
長
が
提
出
し
た
条
例
案
や
予
算
案

に
対
し
て
、
選
択
肢
を
提
示
、
争
点
化
を
図
る
中
で
、
議
論

や
修
正
を
行
っ
た
り
、
さ
ら
に
政
策
評
価
も
含
ま
れ
ま
す
。

　

三
つ
め
は
、
政
策
課
題
の
発
生
源
に
も
な
り
得
る

｢

住

民
力
と
の
連
携｣

で
す
。
議
員
・
議
会
が
住
民
と
連
携
し

て
い
く
な
か
で
ヒ
ン
ト
を
み
つ
け
て
い
く
。陳
情
や
請
願
、

住
民
提
案
、
議
会
報
告
会
な
ど
が
政
策
課
題
の
発
生
源
と

な
り
、住
民
力
と
の
連
携
が
政
策
活
動
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

四
つ
め
は
、｢

外
部
の
知
見
活
用
」
で
す
。
住
民
力
と

の
連
携
と
重
な
る
面
も
あ
り
ま
す
が
、
大
学
研
究
者
や
専

門
家
の
意
見
を
政
策
活
動
に
活
か
し
て
い
く
。
さ
ら
に
栗

山
、
福
島
、
芽
室
の
各
町
議
会
の
よ
う
に
住
民
が
議
会
サ

ポ
ー
タ
ー
と
な
っ
て
、
そ
の
意
見
等
を
政
策
活
動
に
反
映

さ
せ
る
こ
と
も
知
見
の
活
用
で
す
。

　

五
つ
め
は
「
他
議
会
と
の
連
携
」
で
す
。
隣
接
す
る
市

町
村
や
広
域
で
連
携
し
な
が
ら
政
策
提
案
に
つ
な
げ
て
い

く
。
ま
た
議
員
の
共
同
研
修
を
行
い
、
交
流
や
切
磋
琢
磨

に
よ
り
、
議
員
の
資
質
を
高
め
、
政
策
・
制
度
の
実
現
と

質
の
向
上
に
つ
な
げ
る
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
。

　

議
員
か
ら
執
行
機
関
に
対
し
情
報
提
供
が
求
め
ら
れ
る

と
、
職
員
は
自
分
た
ち
の
不
利
に
な
る
情
報
は
出
し
た
く

な
い
と
い
う
気
持
ち
が
働
き
、
情
報
を
議
員
の
要
請
の
範

囲
内
で
最
低
限
必
要
な
も
の
に
加
工
し
た
り
、
あ
ま
り
出

な
い
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
各
自
治
体
に
は

必
ず
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
情
報
公
開
条
例
に
基
づ
く
公

文
書
公
開
制
度
の
活
用
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
公
文
書
で
す

か
ら
情
報
を
加
工
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
い
ろ
い
ろ

な
情
報
が
み
え
て
く
る
は
ず
で
す
。
生
の
情
報
を
議
員
が
自

ら
手
繰
り
出
す
こ
と
が
重
要
で
す
。
議
会
図
書
室
が
整
備
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
情
報
を
得
る
の
に
活
用
で
き
ま
す
。

　

多
様
で
多
元
的
な
議
会
の
政
策
活
動

　

政
策
活
動
は
、
自
治
体
の
課
題
解
決
の
た
め
に
、
政
策

課
題
を
争
点
と
し
て
類
型
化
→
公
共
政
策
と
し
て
標
準
化

→
政
府
政
策
を
制
度
と
し
て
定
形
化
→
政
府
政
策
の
開
発
・

革
新
と
い
う
循
環
の
中
で
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中

で
、
議
会
の
政
策
活
動
と
し
て
果
た
す
役
割
は
条
例
提
案

が
す
べ
て
で
は
な
く
、
い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
政
策
活
動
が

あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

昨
今
、
議
会
の
立
法
活
動
の
必
要
性
が
強
調
さ
れ
ま
す

が
、「
主
権
者
で
あ
る
住
民
は
そ
れ
を
第
一
に
望
ん
で
い

る
の
か
？
」
で
す
。

　

行
政
は
無
謬
の
組
織
で
は
な
く
、
間
違
う
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
議
会
は
、
行
政
活
動
に
対
す
る
チ
ェ
ッ
ク
機
能
を

果
た
し
、
解
決
す
べ
き
課
題
に
つ
い
て
合
議
制
機
関
と
し

て
討
議
し
、
公
開
の
場
で
何
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
か
を

あ
ぶ
り
出
す
こ
と
が
重
要
で
す
。
公
開
の
場
で
争
点
化
を
図

る
こ
と
が
議
会
の
基
本
的
な
あ
る
べ
き
姿
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
十
分
に
発
揮
す
る
な
か
で
、

長
へ
の
一
般
質
問
、
提
案
や
提
言
、
決
議
、
必
要
に
よ
っ
て

は
立
法
化
が
行
な
わ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
全
体
と
し
て
こ
れ

ら
を
総
称
し
て
、
多
様
な
政
策
活
動
と
捉
え
る
べ
き
で
す
。

　

立
法
活
動
は
議
員
提
案
権
が
あ
る
の
で
一
つ
の
考
え
方

と
言
え
ま
す
が
、
議
員
の
定
数
と
事
務
局
体
制
の
限
ら
れ
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た
資
源
の
中
で
、
実
現
可
能
な
政
策
活
動
を
考
え
て
い
く

と
す
れ
ば
、
小
規
模
自
治
体
に
お
い
て
は
ハ
ー
ド
ル
が
高

い
で
す
が
、
そ
れ
自
体
は
政
策
手
段
の
一
つ
な
の
で
、
先

ほ
ど
示
し
た
五
分
野
二
一
項
目
の
な
か
か
ら
、
使
え
る
も

の
を
使
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

政
策
活
動
の
主
体
は
議
会
と
議
員
個
々
だ
け
で
は
な

く
、
会
派
の
あ
る
と
こ
ろ
は
会
派
の
皆
さ
ん
と
活
動
す
る

こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
し
、
住
民
力
、
近
く
の
大
学
や
Ｎ

Ｐ
Ｏ
、
他
議
会
と
連
携
し
て
い
く
こ
と
で
多
元
的
な
政
策

活
動
が
展
開
し
う
る
と
思
い
ま
す
。

　

議
会
・
議
員
の
政
策
活
動
の
道
具
立
て
は
、
豊
富
化
さ

れ
て
お
り
、
五
分
野
二
一
項
目
の
活
動
に
よ
り
、
政
策
活

動
の
幅
は
広
が
る
と
思
い
ま
す
。

　

立
法
活
動
を
行
わ
な
け
れ
ば
議
会
で
は
な
い
と
考
え
る

の
で
は
な
く
、
多
様
な
中
で
政
策
活
動
を
広
げ
て
い
く
余

地
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

元
福
島
大
学
教
授
で
、
現
在
公
益
財
団
法
人
地
方
自
治

総
合
研
究
所
研
究
員
の
今
井
照
さ
ん
は『
地
方
自
治
講
義
』

（
ち
く
ま
新
書
・
二
〇
一
七
年
）
の
な
か
で
、
議
会
の
機

能
と
し
て
「
政
策
の
条
例
化
が
主
な
仕
事
で
は
な
く
て
、

長
か
ら
の
提
案
で
あ
っ
て
も
、
選
択
肢
の
提
示
・
争
点
化

を
図
る
こ
と
が
議
会
と
し
て
の
政
策
提
案
機
能
」
と
述
べ

て
い
ま
す
。
議
会
と
言
う
合
議
制
機
関
の
な
か
で
議
論
、

討
議
、
熟
慮
し
て
問
題
提
起
を
し
て
い
く
こ
と
が
議
会
の

根
底
に
な
る
考
え
だ
と
思
い
ま
す
。

　

以
上
で
、
報
告
を
終
え
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

＜

わ
た
な
べ　

か
ず
み＞

政策活動の種別 政策活動項目 法、条例等の別 政策活動の内容

1

議員個々の活動　 ① 本会議、委員会での質問 条例、会議規則
長の提案に対し、選択肢を提示し、争点化する。

議員個々の活動　 ② 文書質問 条例、会議規則

議員個々の活動　 ③ 住民・団体との交流 その他 住民の意見等を政策に反映。

2

合議的活動 議会 ④ 議員提案条例 自治法 議員立法により、自治体の政策課題の解決を図る。

合議的活動 議会 ⑤
長提案の条例、予算・決算

等の審議、修正
自治法

長の提案した条例、予算・決算に対し、選択肢を提示、

争点化する。

合議的活動 議会 ⑥ 政策評価 条例等
長の政策を事後的に評価し、その後あらたに選択肢を

提示、争点化する。

合議的活動 議会 ⑦ 常任、特別委員会提案条例 自治法 議員立法により、自治体の政策課題の解決を図る。

合議的活動 議会 ⑧ 意見書、決議 自治法
長や国等の政策・制度に対し、選択肢を提示、争点化

する。

合議的活動 会派 ⑨ 政策、予算要望 その他 長の政策・制度に対し、選択肢を提示、争点化する。

3

住民力との連携　 ⑩ 陳情・請願＝住民提案 自治法、条例 住民の提案を政策に反映。

住民力との連携　 ⑪ 議会報告会 条例等

住民の意見等を政策に反映。住民力との連携　 ⑫ 一般会議 条例等

住民力との連携　 ⑬ 議会モニター 条例等

4

外部の知見活用　 ⑭ 議会オンブズマン調査 条例等
長の政策を事後的に評価し、その後あらたに選択肢を

提示、争点化する。

外部の知見活用　 ⑮ 専門的知見の活用 自治法
住民や外部の意見等を政策に反映

外部の知見活用　 ⑯ 公聴会、参考人制度 自治法

外部の知見活用　 ⑰ 議会改革諮問会議 条例等
住民や外部の意見等を議会改革・活性化に反映させる

ことをとおして、議員力・議会力を高める。

外部の知見活用　 ⑱ 議会サポーター 条例等
外部の意見等を政策に反映。

外部の知見活用　 ⑲ 大学等外部団体との連携 条例等

5

他議会との連携　 ⑳

広域連合・一部事務組合議

会、市･町村議会（管内、全

道、全国）との連携、協力

規約、その他

普遍的な政策・制度について、政策要望など、国や北

海道に対し選択肢を提示し争点化を図るとともに、連

携により政策・制度の実現や質の向上につなげる。

他議会との連携　 ㉑ 議員共同研修の実施
交流や切磋琢磨により、議員の資質を高め、自治体内

の政策・制度の実現や質の向上につなげる。

議会・議員としての政策活動一覧

※　上記の政策活動に加えて、自治体の課題の整理や、「議員個々の活動」方策として、情報公開条例に基づく公文書公開請求

又は情報提供の活用もあり得る。

（2017年８月11日　渡辺三省）

表１


